
                                      

３市2町における「パートナーシップ宣誓制度に係る 

自治体間連携に関する協定」について 

 

１．協定名 

  「パートナーシップ宣誓制度に係る自治体間連携に関する協定」 

 

２．協定の締結自治体 

  平塚市、秦野市、伊勢原市、大磯町、二宮町 

   

３．協定締結日 

  令和５年 12月 1日（金） 

 

４．連携の開始日 

  令和６年１月 1日（月・祝） 

 

５．内容 

 （１）協定による連携事項 

    ・転出元への宣誓書受領証・カードの返還手続きが不要となる 

    ・転出先自治体への提出書類が一部省略できる 

 

 （２）連携スキーム（締結自治体から二宮町に転入するケース） 
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受領証等の返還は 
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宣誓書受領証等の交付申請 

 

・宣誓書 →省略 

・申出書（提出） 

・住民票の写し等（提出） 

・転出元自治体の宣誓書受領証（カード）の原本(提出) 

・本人確認書類（提示） 

・独身であることを確認する書類（戸籍抄本等） →省略 

 

STEP❶ 

STEP❷ 新たな宣誓書受領証・カードを交付 

STEP❸ 宣誓書受領証・カードを交付した事実を通知 

回収した旧宣誓書受領証・カードの原本を送付 

 

※連携を利用できるのは、転出先における宣誓要件を満たす場合に限られる 

転入時 

別紙 


